
 

 

平成 27 年 7 月 15 日 
運輸安全委員会 

 
米国連邦航空局に対する安全勧告に関するフォローアップについて 

 
 

運輸安全委員会は、平成 21 年 3 月 23 日に成田国際空港滑走路で発生したフェデラル エ

クスプレス コーポレーション所属 MD‐11F 型機航空事故の調査において、平成 25 年 4 月

26 日に航空事故調査報告書の公表とともに米国連邦航空局（FAA）に対して安全勧告を行っ

たところですが、今般、安全勧告に対する措置状況について通知がありました。概要は以下

のとおりです。 

 

１．安全勧告 

米国連邦航空局が講ずるべき措置 
(1) ＭＤ－１１系列型機の設計審査当時の基準解釈により、同系列型機はＦＡＲ２

５.７２１(a)の要件に適合していると評価されていたものの、垂直方向の卓越す

る過大な荷重による破壊モードでは構造破壊を生じ、火災に至る燃料漏れが発生

する可能性のある設計になっていたものと推定される。今後このような設計が認

められるべきではないので、解釈指針ではなく基準そのものを改正し、垂直荷重

が卓越する場合の想定を義務化すること。 

 

 

２．米国連邦航空局（FAA）からの通知（要約） 

米国連邦航空局が講ずるべき措置 

(1) ①主脚は、卓越荷重による破壊に備え設計されなければならず、卓越荷重は、横

方向荷重に上方荷重及び後方荷重を組み合わせた荷重を想定しなければならない

として、FAR25.721(a)を改正し、2014 年 12 月 1 日から有効とした。 

②加えて、2014年10月7日にアドバイザリーサーキュラー(AC)25-30 を発行し、 

「主脚の破壊は、垂直方向及び引っ張り方向の適切な組み合わせによる卓越荷重を     

想定しなければならない。」と記載した。 

 






